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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
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長野市ホームページでもご覧いただけます。 
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台風第 19 号による定員超過での被災者受入対応について 

 

 

令和元年 11 月５日号のフレッシュ情報でお知らせした標記対応については、被災施設の復旧

が進んだことから、先にお知らせのとおり６月末をもってこの対応を終了とします。 

なお、６月末時点で、被災された方を定員超過で受け入れている施設等は、高齢者活躍支援課

まで必ずご連絡ください。 

また、今後の取り扱いについては下図を基本としますのでご確認ください。 

 

 
 

  問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当  
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 
介護保険負担割合証の交付について 

 
 

現在、利用者の皆様がお持ちの介護保険負担割合証は令和２年 7 月 31 日までの適用期間とな

っております。新しい介護保険負担割合証は７月 10 日付けで発送する予定です。（介護保険負担

割合証が入る茶色の小さ目の封筒で郵送する予定です） 

介護支援専門員及び施設管理者の皆様におかれましては、利用者の皆様から交付時期につい

ての質問があった場合には７月 11 日以降に郵送される予定である旨お伝えいただくとともに、

８月１日以降のサービスの提供の際には新しい介護保険負担割合証で負担割合をご確認いただ

きますようお願いいたします。 

なお、前年度の負担割合証につきましては、適用期間が終了した後、処分していただくよう介

護保険負担割合証に同封する通知文に記載いたします。利用者の皆様から質問があった場合は

その旨をご説明いただきますよう併せてお願いいたします。 

 

問い合わせ先：介護保険課 給付担当  
ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通） 
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介護保険負担限度額認定 決定通知書等発送について 

 
 

令和２年８月１日から１年間お使いいただく介護保険負担限度額認定証を７月 17 日付けで発

送する予定です。 

提出期限の６月 19 日以降に申請された方、金融機関や他市町村に照会している方等につきま

しては、準備が整い次第発送いたします。 

 

 問い合わせ先：長野市役所介護保険課 給付担当  
                 ℡０２６－２２４－７８７１（直通）  

 
 

「社会福祉法人等利用者負担軽減」「利用者負担援護金」「特別地域加算に係る訪問

介護利用者負担減額」の決定通知書等発送について 

 
令和２年８月１日から１年間お使いいただく「社会福祉法人等利用者負担軽減」「利用者負担

援護金」「特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額」の決定通知書等につきまして、７月 20

日付けで発送する予定です。 

提出期限の６月 19 日以降に申請された方、金融機関等に照会している方等につきましては、

準備が整い次第発送いたします。 

なお、更新申請が必要な方で、更新申請書が未提出の方につきましては、至急申請書の提出を

お願いします。 

 
 問い合わせ先：長野市役所介護保険課 給付担当  

                 ℡０２６－２２４－７８７１（直通）  
 

 
福祉のあらましを配布します 

 
長野市の高齢者福祉などの福祉制度全般について詳しくまとめた『福祉のあらまし（令和２年

度版）』が完成しました。 
冊数に限りがあるため、配布対象は下記のとおりとなります。配布対象となる施設のみなさま

は、介護保険課にお立ち寄りください。配布させていただきます。 

なお、長野市のホームページからもダウンロードができますのでご利用ください。（７月下旬

ごろ、令和２年度版に更新予定） 

 

 【配布開始日】 令和２年７月 20 日（月） 

 【配 布 数】 地域包括支援センター、在宅介護支援センター ：職員数以内 

          市内居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看 

護小規模多機能型居宅介護） ：ケアマネジャーの人数以内 

  【配布場所】  市役所介護保険課窓口（第二庁舎 1 階）  
  【ホームページ】トップページ＞組織で探す＞保健福祉部＞福祉政策課＞計画・ビジョン＞

福祉のあらましについて 
 問い合わせ先：長野市役所介護保険課 給付担当  

                 ℡０２６－２２４－７８７１（直通）  
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令和２年６月５日号 再掲（一部加筆修正） 

手指消毒用エタノールの優先供給について 

 

国において製造販売事業者等協力の下、優先的に手指消毒用エタノールの購入ができる仕組

みが、５月20日からスタートしています。ご購入を希望される事業者におかれましては、長野

県ホームページの下記ＵＲＬをご確認の上、お手続きいただきますようお願いします。 

ＵＲＬ 「介護インフォメーション 令和２年５月 20 日（号外）」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-

shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/kaigoinfo.html 

また、購入から受け取りまでの流れにつきましては別紙１をご確認ください。 

 

＜注意事項＞ 

・登録手続きに係る問い合わせ窓口 shoudokueki_askul@askul.com 
 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 
 

 

 

新型コロナウイルス感染症関連国通知ダイジェスト版について 

 

新型コロナウイルス感染症に関する国からの事務連絡等をまとめた６月 25 日現在のダイジェ

スト版が長野県のホームページに掲載されていますのでご確認ください。 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/index. 

html 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 
 

令和２年度長野県認知症介護実践者等研修について 

 
標記研修について、新型コロナウイルスによる影響で開催が見合わされていましたが、８月よ

り順次開催されることとなりました。各研修の実施(申込)期間等については「一般社団法人全国

認知症介護指導者ネットワーク」のホームページでご確認ください。 

 各研修への受講を希望される場合には、必要書類を各２部ずつ、高齢者活躍支援課へ提出して

ください。 

なお、開催が中止となった認知症介護実践者研修(１期)に申し込んだ方も、改めて申し込みが

必要となります。 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-
mailto:shoudokueki_askul@askul.com
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/index.
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介護保険事業者の指定について 

 
 新たに指定された介護保険事業者のうち、長野市を営業地域とする事業者についてお知らせ

します。 

  

令和２年７月１日付け指定分 

 

□訪問介護 

 

 

 

□通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７４５９ 

事業所名称 訪問介護ステーション白之介 

事業所所在地 
長野市大字西長野往生地 1176 番地 12 アップルタウン往

生地 108 

事業所電話番号 026-217-8697 事業所ＦＡＸ番号 026-217-8698 

開設者の名称 
株式会社ＫｅｅｐＦ

ａｉｔｈ 
営 業 日 月～金 

営業時間 15：00～24：00 訪問介護員数 ６人 

通常の事業実施地域 長野市、千曲市、須坂市 

介護保険事業者番号 ２０７１８０１０３５ 

事業所名称 ニチイケアセンターちくま 

事業所所在地 長野県千曲市桜堂 356-1 3 号 

事業所電話番号 026-274-7017 事業所ＦＡＸ番号 026-272-5578 

開設者の名称 株式会社ニチイ学館 営 業 日 月～金 

営業時間 9：00～18：00 訪問介護員数 ６人 

通常の事業実施地域 千曲市、長野市（篠ノ井地区に限る） 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７４４２ 

事業所名称 コスモスプラネット篠ノ井デイサービスセンター 

事業所所在地 長野市篠ノ井会 614 番地１ 

事業所電話番号 026-214-3163 事業所ＦＡＸ番号 026-214-3058 

開設者の名称 
株式会社コスモスプラ
ネット 

営 業 日 
①月～金 

②土 

サービス提供時間 ９：00～16：00 定 員 
①20 人 

②10 人 

通常の事業実施地域 長野市南部地域（篠ノ井、松代、川中島、更北） 



 
 令和２年７月６日号  

Vol.499 6／7  

 

総合事業に係る指定事業者の指定について 

 
 新たに指定された介護予防･日常生活支援総合事業に係る指定事業者についてお知らせします。 
 
令和２年７月１日付け指定分 

 

□第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス） 

 

 

介護保険最新情報について 

 

厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。 

 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 

 

【介護保険最新情報 vol.850】 

介護施設等に対する布製マスクの配布について 

 

【介護保険最新情報 Vol.851】 

動画「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策」について 

 

【介護保険最新情報 vol.852】 

動画「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策」（その２）・「送迎の時

のそうだったのか！感染対策」について 

 

【介護保険最新情報 vol.853】 

高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について 

 

【介護保険最新情報 vol.854】 

高額介護（予防）サービス費に係る激変緩和措置の終了について 

 

【介護保険最新情報 vol.855】 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」及

び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」等の国民健康保険団体連合会への業務委託に

ついて 

 

今後も情報が随時更新されますので、最新の情報確認もお願いいたします。 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７４４２ 

事業所名称 コスモスプラネット篠ノ井デイサービスセンター 

事業所所在地 長野市篠ノ井会 614 番地１ 

事業所電話番号 026-214-3163 事業所ＦＡＸ番号 026-214-3058 

開設者の名称 
株式会社コスモスプラ
ネット 

営 業 日 
①月～金 

②土 

サービス提供時間 ９：00～16：00 定 員 
①20 人 

②10 人 

通常の事業実施地域 長野市南部地域（篠ノ井、松代、川中島、更北） 



 
 令和２年７月６日号  

Vol.499 7／7  

 
 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護支
援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知らせ
していく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電話
またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合せ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

